
児童クラブ支援員募集要項 

 

●業務内容 

児童クラブにおける保育業務、児童クラブ運営に関する事務、保護者対応など 

●就業場所 

 周南市内の児童クラブ（２４小学校区２５か所） ※別紙のとおり 

●任用期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

※勤務実績に応じて翌年度以降も公募によらず再度任用する場合があります。 

（最大２回、当初任用含めて３会計年度まで） 

●応募要件 

・放課後児童支援員認定資格を保有する人 

・放課後児童支援員認定資格研修を受ける要件を満たし、かつ、雇用後、速やかに研修を 

受けることができる人 

※放課後児童支援員認定資格研修の受講要件は、周南市放課後児童健全育成事業の 

設備及び運営に関する基準を定める条例第１０条第３項の規定に基づく 

（例）保育士、社会福祉士、幼稚園・小学校・中学校教諭等の資格を有する人のほか、

高等学校卒業後２年以上かつ総勤務時間２，０００時間以上、児童クラブに従事

した人 

●勤務条件  

募集人数 １０人程度 

勤務日数 週５日 週４日 

始業、終業の時間 

及び休憩時間 

８時から１９時まで ※シフト制 

①上記時間のうち５時間 

②上記時間のうち５時間（８月

のみ上記時間のうち７時間

（別途休憩１時間あり）） 

上記時間のうち５時間 

週休日 
日曜日 及び 

 月曜日から土曜日の間の１日 

日曜日 及び 

月曜日から土曜日の間の２日 

休 暇 周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく 

報酬額 

諸手当（手当相当額） 

時間額１，４１９円（地域手当相当額を含む） 

諸手当（手当相当額）：周南市会計年度任用職員の給与及び費用 

弁償に関する条例に基づく 

児童クラブとは、保護者が就労や疾病などにより、放課後の時間に家庭で保育ができな

い場合、保護者に代わって小学１年生から６年生までの児童を保育する施設です。平日の

授業終了後や、土曜日・長期休業中の終日、安全で充実した生活が送ることができるよう、

適切な遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を目指しています。 



所定労働時間を 

超える労働の有無 
有り 

社会保険・ 

労働保険等 

【社会保険】山口県市町村職員共済組合の健康保険（介護保険該当者

は介護保険を含む）、厚生年金保険及び雇用保険に加入 

【労働保険】公務上の負傷又は疾病については「山口県市町総合 

事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。 

その他特記事項 

配置は、採用後に別途決定し連絡します。 

なお、配置と異なるクラブに出張を命じる場合があります。 

スポーツ保険に自己負担で加入（賠償責任保険を含むため） 

●募集受付期間 

 令和８年２月２日（月曜日）から令和８年２月２０日（金曜日）まで 

なお、受付時間は８時３０分から１７時１５分まで 

●申し込み方法 

受付期間内に、所定の会計年度任用職員選考申込書を、市役所本庁舎２階生涯学習課 

児童クラブ担当に持参、又は郵送で提出 

●選考方法 

 個人面接 

●問い合わせ先 

〒７４５－８６５５ 周南市岐山通１丁目１番地 

周南市教育委員会 生涯学習課 児童クラブ担当（ＴＥＬ０８３４－２２－８４５７） 

●応募にあたっての注意 

※地方公務員法第１６条に該当する以下の人は応募できません。 

１ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの人 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない 

 人 

３ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊

することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 

※会計年度任用職員は、地方公務員法第２２条の２第１項に規定する一般職の地方公務員で

あり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。 

※選考に関する申し込み書類等は返却しません。 

※任用から１か月（１か月の勤務日が１５日に満たない場合は１５日に達するまで）は条件

付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となりま

す。 

※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を

避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。 

※採用に関しては、各年度の予算成立が要件となりますので、あらかじめご了承ください。

報酬額についても変動する場合があります。 
 



 

【別紙】就業場所（市内の直営児童クラブ一覧） 

 

Ｎｏ. ク  ラ  ブ  名 児童定員 所    在    地 

１ 徳山小校区児童クラブ １６０人程度 毛利町１丁目１番地 

２ 岐山小校区児童クラブ ８０人程度 大字徳山５６７３番地 

３ 遠石小校区児童クラブ １２０人程度 遠石１丁目３番４８号 

４ 周陽小校区児童クラブ ８０人程度 周陽１丁目１５番１号 

５ 秋月小校区児童クラブ ８０人程度 秋月１丁目１番５０号 

６ 桜木小校区児童クラブ ８０人程度 桜木１丁目１１番１号 

７ 久米小校区児童クラブ １２０人程度 大字久米３４１７番地 

８ 沼城小校区児童クラブ ８５人程度 大字須々万本郷５１４番地 

９ 菊川小校区児童クラブ １１５人程度 大字下上８０番地の１ 

１０ 戸田小校区児童クラブ ３５人程度 大字戸田２５２７番地の２ 

１１ 夜市小校区児童クラブ ５０人程度 大字夜市７３０番地 

１２ 今宿小校区児童クラブ １２０人程度 今住町１番４０号 

１３ 湯野小校区児童クラブ ５０人程度 大字湯野３８４３番地 

１４ 櫛浜小校区児童クラブ ８０人程度 大字栗屋８６０番地 

１５ 東福祉館児童クラブ ４５人程度 大字久米１３１６番地の１ 

１６ 富田東児童クラブ １２０人程度 桶川町２番１号 

１７ 富田西児童クラブ １８０人程度 富田二丁目１４番１号 

１８ 福川児童クラブ ４５人程度 福川三丁目２番１号 

１９ 福川南児童クラブ ５０人程度 中畷町６番１号 

２０ 和田児童クラブ ３５人程度 大字垰２１２番地の１ 

２１ 勝間児童クラブ １３０人程度 勝間ヶ丘１丁目１番１号 

２２ 大河内児童クラブ ４０人程度 大字大河内１１１５番地の１ 

２３ 高水児童クラブ ４０人程度 大字樋口２８８番地 

２４ 三丘児童クラブ ３５人程度 大字小松原１２４２番地 

２５ 鹿野こどもすくすくセンター ５０人程度 大字鹿野上３０６４番地の１ 

 


